
 

滋賀県がん診療連携協議会 議事結果報告書 

 

会 議 名 令和2年度 第1回 滋賀県がん診療連携協議会緩和ケア推進部会  

開 催 日 時 令和2年7月31日（金）～8月7日（金）開催は電子メールによる意見交換 

開 催 場 所 － 

出 席 者 【部会員】 

県立総合病院          花木 宏治（部会長） 

彦根市立病院          黒丸 尊治（副部会長） 

滋賀医科大学医学部附属病院   遠藤 善裕（副部会長） 

(新)滋賀医科大学医学部附属病院 林  駒紀 

大津赤十字病院         三宅 直樹 

大津赤十字病院         徳谷 理恵 

滋賀県立総合病院        吉田 智美 

滋賀県立総合病院        冨永 千鶴 

(新)滋賀県立総合病院      木村 和真 

公立甲賀病院          岡垣 哲弥 

(新)公立甲賀病院        金谷 由美子 

彦根市立病院          秋宗 美紀 

市立長浜病院          田久保 康隆 

市立長浜病院          宮崎 惠子 

東近江総合医療センター     坂野 祐司 

高島市民病院          武田 佳久 

高島市民病院          天野 明美 

市立大津市民病院        津田  真 

市立大津市民病院        杉江 礼子 

済生会滋賀県病院        権   哲 

草津総合病院          堀  泰祐 

近江八幡市立総合医療センター  赤松 尚明 

長浜赤十字病院         中村 一郎 

ヴォーリズ記念病院       奥野 貴史 

ヴォーリズ記念病院       谷川 弘子 

岩本整形外科          岩本 貴志 

滋賀県医師会          堀出 直樹 

滋賀県歯科医師会        戸﨑 宏樹 

滋賀県看護協会         日永 めぐみ 

滋賀県薬剤師会         柏井 眞弓 

滋賀県歯科衛生士会       溝井 敬子 

滋賀県がん患者団体連絡協議会  奥井 さよ子 

滋賀県がん患者団体連絡協議会  夛田 勢津子 

滋賀県健康医療福祉部      野坂 明子 

 

【オブザーバー】 

滋賀県立総合病院        伴  敏信 

 

【事務局】 

滋賀県立総合病院        湊山 祐一 

滋賀県立総合病院        田中 幹也            （敬称略） 

欠 席 者 なし 



 

 

 

（連絡） 

 

 

 

 

 

 

 

＊新部会員の紹介 

  滋賀医科大学医学部附属病院  林  駒紀  様 

  公立甲賀病院         金谷 由美子 様 

  滋賀県立総合病院       木村 和真  様 

 

1． 令和2年度 緩和ケア推進部会の取組みおよびスケジュールについて【資料１】 

1. 緩和ケア推進部会の取り組み評価について（事務局） 

 

今年度の緩和ケア推進部会につきましては、新型コロナウィルス感染症の動向を見守り

ながら、メールによる意見交換等も含め形態を問わず部会は３回を予定しております。ま

た、「緩和ケア研修会」については、８回／年を予定していますが、現時点、第１回の彦

根市立病院、第3回の市立長浜病院での開催予定が中止となっています。「緩和ケアチーム

研修会」「ELNEC-J研修」「世界緩和ケホスピスデー県民公開講座」は、今年度の開催は中

止となっております。 PDCAサイクルに関しましては、Plan（計画）を「緩和ケア研修会

の受講率」とし、Do（実行）を「滋賀県緩和ケア研修会の実施」とし、すべての地域で緩

和ケア医療が提供できるように進めてまいりたいと考えております。 

 

 

2.滋賀県緩和ケア研修会について【資料 2】 

緩和ケア研修会の開催について、実施等については開催病院に判断を委任しているが現

状の問題として、コロナウィルス感染拡大防止のため、開催中止の判断はやむを得ないと

理解をしています。また、新型コロナウィルスの第２波の様子も呈している状況であるこ

とから、この状況における開催の指針等についても学会に問合せをおこなっておりますの

で、わかり次第お知らせをさせていただきます。また、コロナ禍で研修会が中止となった

場合においては、がん拠点病院の指定要件には影響はありません。 

 

＊令和2年１２月１２日（土）滋賀医科大学医学部附属病院会場の緩和ケア研修会は、受講者

を自施設職員に限定し開催予定となっております。 

 

3．ＥＬＮＥＣ－Ｊ研修会について【資料なし】 

今年度のＥＬＮＥＣ－Ｊ研修会開催状況について、第１回市立長浜病院開催、第２回

近江八幡市立総合医療センター開催は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止と

なりました。 

 

 

4．緩和ケアチーム研修会について【資料3】 

令和2年9月5日（土）に滋賀医科大学医学部付属病院で開催予定であったが、第4回研修会は、

COVID-19の感染拡大を受け、開催の見通しが不透明であり、令和3年9月4日（土）に順延する

こととなりました。ホスト病院については、現時点では滋賀医科大学医学部附属病院のままと

し、開催の可否については、令和3年1月までに状況を見て判断することとなりました。 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、第１回緩和ケア推進部会の開催は

メールによる意見交換とさせていただきます。部会資料を送付いたしますので

ご意見・質問がある場合は、別紙【意見・質問様式】にご記入いただき事務局

まで電子メールにてご送付ください。 



 

 

5．世界ホスピス緩和ケアデー記念県民公開講座について【資料なし】 

令今年度の開催については、滋賀県立総合病院が開催病院となっており、11 月23 

日（月・祝）に場所は、びわ湖ホールで準備をしていました。また、医療法人社団パリ

アンクリニック川越の川越 厚院長を講師としてお招きし開催を予定していましたが、

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止となりました。 

  令和3年度も同時期になると思われますが引き続き滋賀県立総合病院が開催病院とし

ておこないます。 

 

 

6. 緩和ケア病棟意見交換について【資料4】 

  滋賀県内にある緩和ケア病棟での意見交換会を行う機会を設け、滋賀県全体における緩和

ケアの質の向上に資することを目的に毎年、県立総合病院、公立甲賀病院、彦根市立病院、市

立大津市民病院、ヴォーリズ記念病院の５病院で実施してきましたが、新型コロナの影響を受

け、開催方法等について調整をおこなっています。日時および開催方法がきまりましたら、後

日、案内をします。 

 

7.その他 

 滋賀県がん患者団体連絡協議会からのお知らせについて 

・「緩和ケアについて」のDVD貸出使用期限については、新型コロナウイルス感染症の影

響に伴い、使用期限の延長等がありましたら滋賀県がん患者団体連絡協議会事務局へ

ご相談くださいますようお願いします。 

・2019年度滋賀県がん患者アンケート調査結果報告書が完成しましたので、当協議会ホ

ームページからダウンロードできますのでご利用ください。 

 

 

 

【質問・意見について】 

 

（滋賀医科大学医学部附属病院より） 

議題２ 滋賀県緩和ケア研修会について 

12月12日（土）開催予定であった滋賀医科大学医学部附属病院会場の緩和ケア研修会ですが、

受講者を院内スタッフに限定し開催予定です。最終決定は9月までに県のほうへ報告となるか

と思いますが、準備はすすめております。 

 

 

（市立長浜病院より） 

議題２ 滋賀県緩和ケア研修会について 

「今年度、e-learning修了後2年目（期限）となる医師・歯科医師の確認と対応」について 

・院内医師を対象に、緩和ケア研修会e-learning修了後、今年度で２年目（期限）となる医師

の確認をしております。（8/3現在）。地域への確認はできていません。 

・県内で、e-learning修了後、２年目（期限）となる医師・歯科医師の「確認」と「対応」に

ついての予定はありますでしょうか。 

＊当院院内において、現在は確認のみで、対象者への対応については検討中です。他の施設様

で、対応なされている（もしくは予定）がありましたら、開催企画方法をご教授いただけます

と幸いです。 

 

 

 

 



 

【質問に対する回答】 

上記内容を受け、滋賀県として具体的な対応案としては下記を考えています。  

 

【緩和ケア研修会について】 

 現在、緩和医療学会事務局に緩和ケア研修会の開催方法について、問い合わせをしています

が、COVID-19対応の研修会については回答がありません。他都道府県におきましても新型コロ

ナの影響によって緩和ケア研修会は中止となっているところ多く、また開催される場合は、受

講対象者を自施設内に限定してされておりますので、令和元年度第３回緩和ケア推進部会で申

しおりましたとおり、受講対象者は、その時の情勢にあわせて開催実施病院内の職員に限定し、

研修会を開催いただくようにお願いいたします。 

 

e-learning修了後、２年目（期限）となる医師・歯科医師の「確認」と「対応」についての予

定でありますが、COVID-19に対する救済措置について問い合わせをしましたが、現在のところ

救済措置について回答が示されていません。よって、滋賀県としても特別な対応の予定はあり

ません。 

e-learning終了後の期限については、各自で管理をしていただきますようお願いします。また、

２年の期限を経過した場合は、改めてe-learningを受講・修了していただく必要がございます

ので、再受講の場合は、受講履歴の初期化が必要であるため、日本緩和医療学会事務局 厚生

労働省委託事業e-learning担当係へ連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 事 項 令和3年度 第2回の部会は、令和3年2月下旬頃を予定。 

＊Web開催に向けPC機器等の環境について後日、アンケートを実施いたしますのでご協力をお

願いいたします。 

＊開催方法につきましては、その時点での状況により決定検討させていただきます。 

  

以上のとおり報告します。                           令和2年8月7日 

滋賀県がん診療連携協議会 会長 様 

 

   緩和ケア推進部会 部会長 花木 宏治 


